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一
部
を
改
正
す
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法
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梨
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す
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す
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二

梨
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部
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梨
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規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

（
県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
特
定
郵
便
局
舎
整
備
資
金
貸
付
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）

二
　
山
梨
県
特
定
郵
便
局
舎
整
備
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）

（
山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
、
郵
便
為
替
証
書
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

（
山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第

三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
郵
便
事
業
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
が
設
置
す
る
郵
便
事
業
株
式
会
社
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

（
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
ロ
１
中
「
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十

条
第
一
項
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
に
つ

い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
為
替
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
為
替
証
書
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
病
院
事
業
財
務
規
則
第
十
九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
九
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

九
月
二
十
八
日

号
外
第
六
十
九
号

金　曜　日

（ ）１



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
、
第
三
十
一
号
様
式
、
第
三
十
四
号
様
式
及
び
第

三
十
八
号
様
式
中
「
又
は
計
算
期
間
」
を
削
る
。

「
事
業
年
度
又
は

第
四
十
五
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
事
業
年
度
」
に
改
め
、「
又
は
計
算
期
間
」
を
削
る
。

計
算
期
間

」

第
四
十
六
号
様
式
及
び
第
百
五
十
七
号
様
式
中
「
又
は
計
算
期
間
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
七
号

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決

裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
事

務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年

山
梨
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
の
引
受
け
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
知
事
の
所
管
に
属
す
る
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
、「
第
六
十

六
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
、「
規
定
す
る
公
益
信
託
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
知
事
の
所
管
に
属

す
る
も
の
」
を
加
え
、「
引
受
け
の
」
を
削
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
引
受
け
」
を
「
公
益
信
託
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
公
益
信
託
の
引
受
け
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

信
託
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
の
設
定
趣
意
書

第
二
条
第
二
号
中
「
信
託
行
為
」
の
下
に
「
（
信
託
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
行
為
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
信
託
財
産
」
の
下
に
「（
信
託
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
属
す
る
財
産
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中

「
委
託
者
と
な
る
べ
き
者
の
」
を
「
委
託
者
（
信
託
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
委
託
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
と
な
る
べ
き
者
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
受
託
者
と
な
る
べ
き
者
の
」
を

「
受
託
者
（
信
託
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者

の
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
引
受
け
当
初
の
事
業
年
度
」
を
「
信
託
の
引
受
け
が
行
わ
れ
る
日

の
属
す
る
信
託
事
務
年
度
」
に
、「
事
業
年
度
（
事
業
年
度
」
を
「
信
託
事
務
年
度
（
信
託
事
務
年

度
」
に
改
め
、「
あ
っ
て
は
、」
の
下
に
「
信
託
の
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
公
益
信
託
の
引
受
け
」
を
「
法
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、「（
以
下
「
受
託
者
」
と

い
う
。）」
を
削
り
、「
財
産
」
を
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
」
を
「
毎
信
託
事
務
年
度
」
に
、
「
事
業
年
度
の
」
を
「
信
託

事
務
年
度
の
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
毎
事
業
年
度
」
を
「
毎
信
託
事
務
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
事
業
年
度
」
を
「
信
託
事
務
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
事
業
年
度
末
」
を
「
信
託
事
務

年
度
末
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
信
託
財
産
」
の
下
に
「
に
属
す
る
財
産
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「（
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
場
合
の
信
託
の
変
更
に
係
る
書
類
の
提
出
）」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
条
項
の
変
更
を
申
し
立
て
よ
う
と
す
る
」

を
「
第
五
条
第
一
項
の
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
と
認
め
る
」
に
改
め
、「
添
付
し
た
申
立
書
を
」
を

削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
信
託
条
項
」
を
「
信
託
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
信
託
条
項
」
を
「
信
託
」
に
、「
申
立
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
受
託
者
の
任
務
終
了
の
届
出
）

第
十
条
　
委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
の
任

務
が
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
受
託
者
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し

て
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
信
託
管
理
人
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七

条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
辞
任
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
九
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

二

「
又
は
計
算
期
間
」

「
又
は
計
算
期
間
」

「
事
業
年
度
」

「
事
業
年
度
又
は

計
算
期
間

「
又
は
計
算
期
間
」



（
信
託
の
終
了
の
報
告
等
）

第
十
七
条
　
受
託
者
は
、
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
終
了
後
一
月
以
内
に
、
信
託
終
了
の
事
由
を

記
載
し
た
書
類
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
受
託
者
（
信
託
法
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
清
算
受
託
者
を
い
う
。
）
は
、
信
託
の
清

算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
精
算
結
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
書
面
に

よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

信
託
の
清
算
が
結
了
し
た
日
の
属
す
る
信
託
事
務
年
度
の
事
業
状
況
報
告
書
及
び
収
支
決
算

書
二
　
信
託
の
清
算
結
了
時
に
お
け
る
財
産
目
録

三
　
残
余
財
産
の
処
分
に
関
す
る
書
類

第
十
七
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
二
十

七
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
信
託
管
理
人
の
解
任
の
請
求
）

第
二
十
四
条
　
委
託
者
又
は
他
の
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
管
理
人
の
解
任
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
解
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

（
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
の
請
求
）

第
二
十
五
条
　
利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
管
理
人
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
に
係
る
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

（
信
託
の
終
了
の
請
求
）

第
二
十
六
条
　
委
託
者
、
受
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
及
び
法
第

八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
の
終
了
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
終
了
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
残
余
財
産
の
処
分
の
見
込
み
に
関
す
る
書
類

第
十
二
条
中
「
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
信
託
法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
又
は

第
二
百
五
十
八
条
第
六
項
及
び
法
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
新
受
託
者
」
を
「
新
た
な
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
四
十
九

条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
信
託
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
」
に
、「
新
受
託

者
」
を
「
新
た
な
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
」
を

「
受
託
者
の
任
務
終
了
の
事
由
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
新
受
託
者
」
を
「
新
た
な
受
託
者
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
信
託
財
産
管
理
命
令
の
請
求
）

第
十
七
条
　
利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財

産
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
託
財
産
管
理
命
令
」
と
い

う
。）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
託
者
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
財
産
管
理
命
令
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

三

信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

（
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
の
申
請
）

第
十
八
条
　
信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
同

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
保
存
行
為
等
」
と
い
う
。）
の
範
囲
を
超
え
る
行
為

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
行
為
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

二
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
第
四
項

及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

信
託
財
産
法
人
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
信
託
財
産
管
理
者
等
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
）

第
十
九
条
　
信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
七
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
辞
任
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
九
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

三



２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
信
託
財
産
法
人
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第

三
号
中
「
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、「
新
た
な
信
託
財
産
法
人
管
理
人
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
財
産
管
理
者
等
の
解
任
の
請
求
）

第
二
十
条
　
委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
七
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八

条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
管
理
者
の
解
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
解
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
解

任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
項
第
二
号
中
「
新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、「
新
た
な
信
託
財
産
法
人
管
理
人
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
の
請
求
）

第
二
十
一
条
　
利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託

財
産
法
人
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
信
託
財
産
法
人
管
理

命
令
」
と
い
う
。）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
託
者
の
死
亡
の
事
実
を
記
載
し
た
書
類

二
　
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
財
産
法
人
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

第
十
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
若
し
く
は
そ
の
相
続
人
」
を
削
り
、
「
法
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
信

託
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
新
受
託
者
」
を
「
新
た
な

受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
七
十
一
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
信
託
財
産
」
を

「
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
（
信
託
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
及
び

第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
新
受
託
者
」
を
「
新
た
な
受
託
者
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
役
の
選
任
の
請
求
）

第
十
三
条
　
委
託
者
又
は
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
法
第
八
条
の
規
定
に

よ
り
検
査
役
の
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二
　
検
査
役
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類

第
七
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
信
託
の
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
八
条
　
受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
の
変
更
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
の
別
段
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
の
変
更
案
及
び
新
旧
対
照
表

四
　
そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
書
類

２

受
託
者
は
、
前
項
の
信
託
の
変
更
が
当
該
公
益
信
託
の
事
業
内
容
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
変
更
案
及
び
新

旧
対
照
表
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
託
の
併
合
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
　
受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
の
併
合
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
託
の
併
合
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

信
託
の
併
合
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五
十
一
条
第
三
項
の
別
段
の

定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
信
託
の
併
合
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧
対
照
表

四

信
託
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項
の
公
告
を
し
た
こ
と
そ

の
他
信
託
法
の
定
め
る
信
託
の
併
合
の
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

第
二
条
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
号
中
「
信
託
の
引
受
け
」
と
あ

る
の
は
、「
信
託
の
併
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
吸
収
信
託
分
割
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
　
受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
吸
収
信
託
分
割
（
信
託
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規

定
す
る
吸
収
信
託
分
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
吸
収
信
託
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
九
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

四



二

吸
収
信
託
分
割
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
吸
収
信
託
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧
対
照
表

四

信
託
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項
の
公
告
を
し
た
こ
と
そ

の
他
信
託
法
の
定
め
る
吸
収
信
託
分
割
の
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
新
規
信
託
分
割
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
条
　
受
託
者
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
新
規
信
託
分
割
（
信
託
法
第
二
条
第
十
一
項
に

規
定
す
る
新
規
信
託
分
割
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
新
規
信
託
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
類

二

新
規
信
託
分
割
を
す
る
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
同
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
の
別
段

の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
新
規
信
託
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
及
び
新
旧
対
照
表

四

信
託
法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
公
告
及
び
催
告
又
は
同
条
第
三
項
の
公
告
を
し
た
こ
と
そ
の

他
信
託
法
の
定
め
る
新
規
信
託
分
割
の
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

第
二
条
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

受
託
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
号
中
「
信
託
の
引
受
け
」
と
あ

る
の
は
、「
新
規
信
託
分
割
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
中
「
（
第
１
６
条
関
係
）」
を
「
（
第
２
９
条
関
係
）
」
に
、「
の
引
受
け
の
」
を
「
に

係
る
」
に
、「
第
１
６
条
第
１
項
」
を
「
第
２
９
条
第
１
項
」
に
、「
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関

ス
ル
法
律
」
に
、「
第
６
７
条
　
公
益
信
託
」
を
「
第
３
条
　
公
益
信
託
」
に
、「
第
６
９
条
　
主

務
官
庁
」
を
「
第
４
条
　
主
務
官
庁
」
に
、「
第
１
６
条
　
知
事
」
を
「
第
２
９
条
　
知
事
」
に
、

「
第
６
７
条
及
び
第
６
９
条
第
１
項
」
を
「
第
３
条
及
び
第
４
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
の
表
私
学
文
書
課
の
項
第
二
号
中
「
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
」

に
改
め
、
同
号
１
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
第
七

十
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、「
信
託
条
項
」
を
「
信
託
」
に
、「
認
可
」
を
「
命
令
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
の
変
更
の
許
可
　
　
　
　
　
　
　
○

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

２

山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
中
「
の
引
受
け
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
二
十
八
　

条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
の
引
受
け
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
第
十
五
条
第
七
号
」
を
「
第
二

十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
十
の
項
中
「
の
引
受
け
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」

に
改
め
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
イ

中
「
証
券
取
引
法
」
を
「
金
融
商
品
取
引
法
」
に
、
「
証
券
会
社
」
を

「
金
融
商
品
取
引
業
者
（
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う

者
に
限
る
。）」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
九
号
　
　
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

五

（ ）５

別
記
様
式
中
「（
第
１
６
条
関
係
）」
を
「（
第
２
９
条
関
係
）」
に
、「
の
引
受
け
の
」
を
「
に
係

る
」
に
、「
第
１
６
条
第
１
項
」
を
「
第
２
９
条
第
１
項
」
に
、「
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス

ル
法
律
」
に
、「
第
６
７
条
　
公
益
信
託
」
を
「
第
３
条
　
公
益
信
託
」
に
、「
第
６
９
条
　
主
務
官

庁
」
を
「
第
４
条
　
主
務
官
庁
」
に
、「
第
１
６
条
　
知
事
」
を
「
第
２
９
条
　
知
事
」
に
、「
第
６

７
条
及
び
第
６
９
条
第
１
項
」
を
「
第
３
条
及
び
第
４
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

に
、

に
、

に
、

に
、

を

に
、

に
、

を

を

に
、

を

を

を

を

を

に
改
め
る
。
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